
専   決   処   分   書  

 

 次の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、 

専決処分する。  

 

   令和２年度志木市水道事業会計補正予算（第１号）（別紙）  

 

  令和２年４月３０日  

 

志木市長  香  川  武  文    



令和２年度志木市水道事業会計補正予算（第１号）

（総則）

第１条 令和２年度志木市水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第２条 令和２年度志木市水道事業会計予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （ 計 ）

第１款 水道事業収益 １，３６６，９１４ 千円 １，２８０ 千円 １，３６８，１９４ 千円

第１項 営業収益 １，２８８，８７６ 千円 １，２８０ 千円 １，２９０，１５６ 千円

支 出

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （ 計 ）

第２款 水道事業費用 １，３６６，９１４ 千円 １，２８０ 千円 １，３６８，１９４ 千円

第１項 営業費用 １，２７８，５６４ 千円 １，２８０ 千円 １，２７９，８４４ 千円

令和２年４月３０日

志木市長 香 川 武 文



 　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和２年度志木市水道事業会計補正予算（第１号）説明書
 　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　令和２年度志木市水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収　入 （単位　千円）
款 項 目 既決予定額 増減額 計

１水道事業収益 1,366,914 1,280 1,368,194
１営業収益 1,288,876 1,280 1,290,156

１給水収益 1,104,621 △ 93,720 1,010,901
３その他営業収益 184,255 95,000 279,255

支　出 （単位　千円）
款 項 目 既決予定額 増減額 計

２水道事業費用 1,366,914 1,280 1,368,194
１営業費用 1,278,564 1,280 1,279,844

４業務費 108,383 1,280 109,663

- ３ -



- ４ -

                          　　　　　  令和２年度志木市水道事業会計補正予算説明資料

収益的収入及び支出

　収　入 　　　　　（単位　千円）

項 目
１水　道　事　業　収　益 1,366,914 1,280 1,368,194
１営業収益 1,288,876 1,280 1,290,156

１給水収益 1,104,621 △ 93,720 1,010,901

1 水道料金 △ 93,720

３その他営業収益 184,255 95,000 279,255

8
他会計　　　　　
補助金

95,000

　支　出 　　　　　（単位　千円）

項 目
２水　道　事　業　費　用 1,366,914 1,280 1,368,194
１営業費用 1,278,564 1,280 1,279,844

４業務費 108,383 1,280 109,663

19 委託料 1,280 システム改修

款

款

既決予定額 補正予算額 計 節 金額 備考

既決予定額 補正予算額 計 節 金額 備考


